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項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所    見 所見に対する回答 

１．地震などの大規模災害

時における旅客の避難

誘導・帰宅困難者対応  
 (１ )東日本大震災の発災

前の対応  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・相模鉄道株式会社（以下「相鉄」

という。）においては、事故や地

震・津波等の災害が発生した場

合には、全社的なマニュアルと

して、「防災規則」、「地震の場合

の運転取扱基準」などを制定し、

輸送の安全の確保を図るため、

社長を本部長とする事故・災害

等対策本部を設置し、組織的に

対応することとしていたところ

である。 

・特に、相鉄最大のターミナル駅

である横浜駅については、相鉄

グループとして、「横浜駅西口相

鉄グループ共通初動対応計画」

を制定し、自助・共助の観点か

ら、人命の安全確保・迅速な避

難誘導を目的として、各事業者

が連携して、グループ全体で対

応することとしていたところで

ある。 

・さらに、横浜駅は、相鉄のほか、

京浜急行電鉄㈱、東京急行電鉄

㈱、東日本旅客鉄道㈱、横浜高

速鉄道㈱及び横浜市交通局の６

社が接続している駅であり、「横

浜駅６社間異常時対応申し合わ

せ書」を締結し、災害及び事故

等により列車等の運転が大幅な

遅延又は運転不能となった場合

は、横浜駅６社間で正確な情報

を円滑かつ迅速に交換し、輸送
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混乱を最小限にくい止め、旅客

の安全を確保することとしてい

たところである。 

・このほか、避難誘導や情報受伝

達等の訓練については、横浜駅、

湘南台駅、相模大塚駅、大和駅

において、関係自治体等と連携

し、年１回実施していたところ

である。 

(２ ) 東日本大震災の発災

時における対応  
・平成２３年３月１１日の東日本

大震災発災時において、本社で

は、「防災規則」に基づき、社長

を本部長とする地震対策本部を

設置し、以下の対応策を講じた。

・「地震の場合の運転取扱基準」に

基づき、全線で運転を中止し、

駅間に停車している電車から利

用者を最寄りの駅に避難誘導。

・各駅では安全確認を実施すると

ともに、利用者を各駅で定めら

れている一時避難場所へ避難誘

導及び案内を実施。また、一部

の駅※では、子供連れ、お年寄

りの帰宅困難者が多数滞留して

いたため、管区長の判断（安全

が確認された上で）により、駅

ホームに停車している車両の解

放等、状況に応じたきめ細かな

対応を実施。 

※各車両暖房を入れた上で、4

ドア中 1 ドアを常時開放、実

施駅：二俣川駅（500 人収容）、

さがみ野駅（200 人収容）、か
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しわ台駅（100 人収容） 

・「横浜駅西口相鉄グループ共通初

動対応計画」に基づき、相鉄グ

ループである「横浜駅西口地下

街ザ・ダイヤモンド」では８６

人、「相鉄ジョイナス」では７８

０人の帰宅困難者を受け入れ、

館内を開放しトイレの提供や館

内の暖房を継続したほか、非常

食を無償で提供。 

・また、相鉄グループの横浜ベイ

シェラトンホテル＆タワーズに

おいては、約１，２００人の帰

宅困難者を受け入れ、毛布、タ

オル、おにぎり、飲料水などを

無償で提供。 

・相鉄の鉄道施設の被害がほとん

どなかったこと、従前より、防

災規則等を制定し、体制を整備

するとともに、関係自治体等と

の連携による避難誘導等の訓練

を実施するなどの対策を講じて

いたこと等から、大きな混乱は

生じなかったところである。 

（３）東日本大震災の対応

を踏まえた改善策 

 

・震災後、相鉄においては、ＷＧ

（鉄道事故発生時の緊急時対応

の 見直し）を立ち上げ、震災

時の対応を踏まえ、以下のとお

り、社内体制の見直し等を図る

こととした。 

・「防災規則」を「事故・災害等対

策規則」に改め、被害者対応本

部・広報本部の新設等を実施す

・相鉄においては、東日本大震災

時の対応を踏まえて、様々な改

善策を講じることとしたことは

評価されるところである。 

 

・今後は、内閣府及び東京都が共

催し、総務省、国土交通省、首

都圏の地方自治体や放送・通

信・輸送等関連事業者が参加す

・地震などの災害発生時の対応方につ

いては、引き続き改善を図ってまい

ります。 

 

 

・今後は、帰宅困難者等対策協議会の 

最終報告を踏まえ、地方自治体を始

めとする関係機関と連携をとりつ

つ、適切に対応してまいります。 
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ることとした（平成２４年４月

１日改定予定）。 

・「地震の場合の運転取扱基準」に

ついて、震度３以下、震度４、

震度５弱以上の３段階に分けて

いた取り扱いを、震度３以下、

震度４，震度５弱、震度５強以

上の４段階に分けた取り扱いと

し、震度５強以上の場合には、

列車が停止している区間を優先

的に点検する取り扱いとし、で

きる限り停車場間に長時間列車

を停止させない取り扱いに変更

すること等の改正を行うことと

した（平成２４年４月１日改定

予定）。 

・地震等により、停車場間に列車

が停止した場合の乗客の避難誘

導対応について、新たに「避難

誘導取扱基準」を定め（平成２

４年４月１日制定予定）、運転再

開までの見込時間が６０分を越

えると予想した場合で、原則と

して概ね３０分を経過しても状

況が変わらない場合は、停車場

間に停止している列車の乗客を

避難誘導する手配を行うことと

した。 

・震災当時、横浜駅近隣の帷子川

が津波の影響により水位上昇し

たことを受けて、新たに「津波

に関する警報発表時の取扱基

準」を定め（平成２４年４月１

日制定予定）、津波の発生が予測

る「首都直下地震帰宅困難者等

対策協議会」が昨年９月に発足

し、帰宅困難者等対策が検討さ

れているところであり、協議会

で本年夏から秋にとりまとめる

最終報告を踏まえて、地方自治

体とも連携をとりつつ、適切に

対応することが求められる。 

 

・また、津波対策については、現

在、横浜市において、避難施設、

避難誘導の在り方等を検討して

いるとのことであるが、津波対

策についても、横浜市と連携を

とりつつ、適切に対応すること

が求められる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波対策については、横浜市の「津

波からの避難に関するガイドライ

ン」を参考に、津波に関する警報が

発表された場合の取扱基準を制定

し、平成２４年４月１日から運用を

開始しております。今後も横浜市な

どの関係機関と連携して適切に対応

してまいります。 
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される場合の運転取扱及び避難

誘導の取扱を規定することとし

た。 

・利用者への情報提供の充実を図

るため、平成２４年４月より、

全駅に運行情報ディスプレイを

導入し、鉄道の運行状況、テレ

ビ放送等の情報を提供すること

とした。 

・早期の運転再開に向けて、衛星

電話、ＪＲ電話を導入し、連絡

手段の強化を図るとともに、運

転再開のタイミングについても

他鉄道事業者との連携を強化す

ることとした。 

・平成２４年から、各駅の防犯カ

メラをネットワーク化し、映像

を本社においても確認できるよ

うする。 

・平成２４年から本社と司令所（二

俣川駅付近）でテレビ会議がで

きるよう設備を整備する。 

・帰宅困難者への対応について、

全駅にブルーシートを配備する

とともに、ターミナル駅におい

ては、障害者・高齢者等を対象

に備蓄について検討することと

した。 

２．ＩＣカード障害発生時

における対応  
（１）情報連絡体制  

・相鉄においては、駅務機器の不

具合等が発生した際の、社内、

駅務機器のメーカー、他鉄道事

業者等への緊急連絡体制を内容

とした「駅務機器及びＰＡＳＭ
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Ｏシステムの不具合等による緊

急連絡体制」のマニュアルを整

備し、各駅等関係部署に常備し

ているところである。 

（２）不具合の早期発見の

ための対策  
・相鉄においては、駅務機器の不

具合の早期発見のため、本社に

設置されている「社局運用端末」

の「機器接続状態照会メニュー」

機能を使用し、各駅に設置され

ている駅務機器の稼働監視を行

っているところである。 

・また、駅務機器の新規開発、プ

ログラム改修にあたっては、改

修対象となる駅務機器等は、高

度かつ広範囲にネットワーク化

されたＰＡＳＭＯシステムに接

続することから、局所的な不具

合であってもシステム全体に複

合的な影響を及ぼし、最悪の場

合、システム全体の停止にもな

り得る。このため、メーカーに

おける検証後に、相鉄が主体と

なって、「事業者内試験計画書」

に基づき、運用開始に向け十分

な検証を行い、システム機能及

び運用業務に問題がないことを

確認した上で、当該機器等を展

開することとしている。 

 

 

（３）不具合発生時におけ

る応急対応体制  
 

・相鉄においては、駅務機器等の

不具合発生時の手順も盛り込ん

だ「ＩＣ乗車券業務運用マニュ

アル」を作成し、本マニュアル

により、全係員に対し、入社時

・高度かつ広範囲にネットワーク

化されたＰＡＳＭＯシステムの

障害は、首都圏の鉄道輸送に大

きな影響を与える可能性がある

ため、その障害を未然に防止す

・今後も試験内容を強化（プログラム

確認の項目数を増やす等）し、未然

に障害防止に努めてまいります。 

また、障害発生時の手順について

毎年見直しを実施し、その内容を関
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等に、不具合発生時における応

急措置に関するスキルアップ教

育を実施している。 

・また、不具合発生時には、２４

時間３６５日緊急対応が可能と

なるよう保守サービス会社と連

絡体制を整備し、保守サービス

会社の係員によるスムーズな応

急措置実施のための効率的な係

員派遣体制を構築している。 

るための対策を講じることが必

要であり、また、仮に障害が発

生した場合においても速やかに

復旧することが重要である。こ

のため、今後ともより一層、そ

の対策に取り組むことが必要で

ある。  

係者に周知・徹底することで、迅速

かつ臨機の対応を行えるよう引き

続き努めます。 

 

３．運賃等に関する事項  
（１）運賃・料金の誤収

受・誤表示関係につ

いて  

・相鉄では、平成２０年度から平

成２２年度までの３年間で釣り

銭誤装填による運賃誤収受が３

件発生している他、平成２３年

度には自動券売機硬貨投入部破

損による運賃過剰収受が１件発

生している。 

・釣り銭誤装填に関しては、営業

課長から各現場宛に通達を発出

するとともに、その都度社内会

議を開催して誤収受の概要・原

因を周知し、釣り銭装填時の指

差確認喚呼等による確認、釣り

銭準備・補充の際に硬貨計数機

から硬貨カセットへ直接装填す

るとともに複数人による確認の

再徹底等、再発防止策を講じて

いる。 

・また、運賃改定作業マニュアル

を作成し運用することにより、

運賃改定時においても複数回・

複数人による確認を徹底してい

る。 

・運賃収受の信頼性の確保は、鉄

道事業者の社会的信用を維持す

るために最も重要な課題である

ことから、再発防止策を着実に

実施し、誤収受が発生しないよ

う、さらなる取り組みを図られ

たい。 

 

・公共交通機関としての社会的信頼を

保つため、引き続き再発防止策の徹

底を図ってまいります。 



相模鉄道に対する業務監査の実施結果 

8 
 

・釣り銭誤装填の防止に関しては、

硬貨計数機を新型に更新するこ

と、硬貨装填時は複数人で確認

すること、側面から装填するこ

とを禁止する注意喚起シールを

貼付すること等、具体的な取り

組みを実施している。また今後

は、自動券売機を新型に更新し、

誤装填防止の仕組みを強化する

予定である。 

（２）福祉割引  ・相鉄では、常時介護者が同伴し

なければ移動が困難な障害者

について、介護者と障害者の２

人分の運賃をそれぞれ半額に

することにより、実質的に１人

分とすることで負担軽減を図

ることを基本的な考え方とし

て、身体障害者等が介護者と同

伴して乗車する場合に運賃を

各々半額とし、障害者の単独乗

車 も 連 絡 運 輸 区 間 を 含 め て

100km を超えて利用する場合に

運賃を半額とする等の障害者

割引を実施している。 

・精神障害者割引の導入や距離制

限の見直しなど障害者割引の拡

大については、利用者から相鉄

に対して、平成２１年度に１件、

平成２３年度に２件の要望が寄

せられているが、公的助成措置

の検討も含め、減収額の負担の

あり方の見直しが不可欠である

との見解であり、現段階では特

・国土交通省としては、障害者団

体等から障害者割引の拡大につ

いての要望が寄せられているこ

とを踏まえ、関東運輸局を通じ

て相鉄に対し、理解と協力を求

めているところである。相鉄に

おいては、積極的に検討するこ

とが望まれる。 

 

・制度の見直しを含め、検討してまい

ります。 
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に検討していない状況である。

（３）ＩＣカードシステム  ・ＩＣカード式乗車券については、

平成１９年３月からＩＣカード

システム「ＰＡＳＭＯ」を導入

している。ＪＲ東日本の「Ｓｕ

ｉｃａ」と相互利用することが

できる。平成２３年３月時点で

の定期外における利用率は約７

４％となっている。 

・障害者向けのＩＣカードの導入

については、連絡運輸社局も含

めたＰＡＳＭＯ協議会全体の話

になることから、現在のところ、

相鉄が単独で導入することは検

討していない。 

・ＩＣカードの普及に合わせて積

極的に検討することが望まれ

る。  
 

・関東鉄道事業者各社で検討した結

果、本人の介護者が一緒に乗車して

も自動改札機では判断できないこ

と等、現在のシステムでは解決でき

ない課題があることから、早急な解

決は困難な状況でありが、引き続き

関係鉄道事業者とも協調しながら

検討に努めてまいります。 

（４）その他 

①加算運賃  
・相鉄は、昭和５１年４月からい

ずみ野線二俣川・いずみ野駅間

（平成２年４月に延伸開業した

いずみ野線いずみ野・いずみ中

央駅間含む）を乗車する場合に

普通運賃で２０～４０円、さら

に平成１１年３月からいずみ野

線いずみ中央・湘南台駅間を乗

車する場合に普通運賃で３０円

の加算運賃を設定している。 

・特に前者は長期にわたって設定

してきていることから、利用者

への情報提供も含め、然るべき

機会を捉えた積極的な見直しの

検討を図られたい。 

・平成２３年度末現在、総事業費

1,112 億円（支払利息 365 億円含む）

に対して開業から現在までの累計回

収割合は、第 1 期で 21.3％、第 2 期

で 21.6％、第 3 期で 5.5％に過ぎず、

見直しについては、今後の本運賃改

定の際に検討してまいりますが、現

段階では加算運賃の廃止あるいは減

額は考えておりません。 

 なお、利用者への情報提供について

は、引き続き取り組んでまいります。 

②企画乗車券  ・企画乗車券については、横浜、

箱根、丹沢をはじめとする観光

地の周遊に適したフリーきっぷ

等を設定している。 

・しかしながら、外国人旅客を対

象とした企画乗車券については

設定されていない。 

・引き続き今後も利用者利便の向

上、需要の喚起に資する商品の

提供が期待される。 

・平成２２年の羽田空港再国際化

等に伴い外国人旅客が増加して

いることも踏まえ、今後は外国

人旅客に対する案内も含め利便

・国際化社会を踏まえ、沿線の特徴を

生かした商品の提供が行なえるよう

検討してまいります。 
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性向上に向けた取り組みが期待

される。 

③職員による駅務機器

の不正使用について 

・相鉄では、平成２２年３月、職

員が駅務機器を無断で使用し、

支給された通勤用定期乗車券に

対して不正な処理をし、不正乗

車をしていた事象が発生した。

その後の再発防止策として、駅

務機器の操作内容をその都度記

録し、機器の記録と照合し確認

するとともに、通達によって法

令遵守の再徹底を図った。さら

には、平成２２年４月及び平成

２４年１月に全職員を対象とし

て、通勤用定期乗車券の購入実

態や連続処理状況を調査した。

・平成２２年３月以降、そのよう

な事象は発生していないが、不

正乗車という行為は、公共交通

機関としての社会的信頼を著し

く失墜するものであるため、今

後も引き続き再発防止策の徹底

を図られたい。 

 

・公共交通機関としての社会的信頼を

保つため、引き続き再発防止策の徹

底を図ってまいります。 

４．利用者等からの意見等

に関する事項 

・相鉄における利用者からの意見

等は、駅係員に対して申し出ら

れたもの（お客様ご意見一口メ

モ）、相鉄お客様センター（運用

は相鉄ビジネスサービス㈱に業

務委託）に対して電話、手紙、

ＦＡＸ及び来社により申し出ら

れたもの、相鉄グループホーム

ページの「お問い合わせサイト」

に対してメールにより申し出ら

れたものがある。これらお問い

合わせ窓口の利用者への案内に

ついても、冊子、ＷＥＢ等によ

り周知が行われている。 

・相鉄に対する利用者からの意見

等は増加傾向にあるものの、利

用者ニーズを的確に把握するな

ど利用者の意見等の収集、対応

体制、社内の情報共有化等の取

り組みは評価される 

・今後ともお客様への迅速な対応と的

確なニーズの把握に努めてまいりま

す。 
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・寄せられた意見等は、相鉄お客

様センターで集約した上で、担

当部門が意見等に対する回答を

作成し、電話、手紙、電子メー

ル、ＦＡＸ等で回答するととも

に、社内の関係部門に回答内容

を送信して情報の共有化を図っ

ている。 

 

・また、利用者サービスの更なる

向上のため、ＣＳ向上委員会（構

成メンバー：社長を議長とし、

役員、管理職以上）を設置し、

ＣＳ向上に向けた取組みに関す

る方針等の策定・審議が行われ

(年４回)、下部の各部門（経営

管理、営業部、運輸車両部、施

設部、プロジェクト推進部、安

全対策部）による部門ＣＳ向上

委員会（構成メンバー：各部の

部長・課長・係長で構成）では、

具体的な施策の審議、ＣＳ向上

委員会決定事項の具現化につい

て検討を行い、実施した事項に

ついて「相鉄瓦版」及び電車内

窓上媒体等でお客さまに具体的

に紹介している。 
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・その他取り組みとしては、利用

者のソフト・ハード面に対する

ニーズを的確に把握し、一層の

サービス向上を図るため、相鉄

線利用者を対象としたアンケー

ト形式による満足度調査を定期

的に実施しており、調査結果を

ＣＳ向上委員会等で分析した上

で、その後の設備改修や職員教

育に反映されるなど、常に利用

者の立場に立った質の高いサー

ビスを提供すべく絶えず自己変

革が行われている。 

・相鉄における利用者からの意見

等の件数 

【平成２０年度：８１２件】 

運行：１８１件、接遇：１７５件

施設：２１１件、車両：６０件 

営業：６７件、騒音振動：３０件

迷惑行為：６５件、路線：２０件

その他：３件 

【平成２１年度：８４１件】 

運行：２９１件、接遇：１３６件

施設：１７０件、車両：１０２件

営業：５８件、騒音振動：２２件

迷惑行為：４１件、路線：９件 

その他：１２件 
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【平成２２年度：９９２件】 

運行：２１９件、接遇：１５１件

施設：１４９件、車両：１７１件

営業：５０件、騒音振動：２１件

迷惑行為：５０件、路線：１１件

その他：１７０件 

５．駅員の接遇等に関する

事項 

（１）移動制約者対応への

教育 

・相鉄においては、高齢者、障害

者等移動制約者への接遇に関す

るマニュアルとして、高齢者や

障害を持った人々が今までと変

わりなく過ごせるノーマライゼ

ーションの考え方や、ハード面

のみならずソフト面の心理的な

障壁などすべての障壁を除去す

るバリアフリーへの理解、障害

の有無や年齢・性別・人権等に

かかわらず多様な人々が利用し

やすい環境作りとしてのユニバ

ーサルデザインの考え方等をマ

ニュアル化した「人にやさしい

鉄道をめざして ホスピタリテ

ィ・マインド編」を作成し社員

教育に取組んでいる。 

・また、車いす利用の方や視覚・

聴覚障害者の方への介助方法、

知的障害、精神障害のある方へ

の理解・応対等実技的な面をマ

ニュアル化した「人にやさしい

・高齢者、障害者等移動制約者へ

の接遇に関するマニュアル作成

やサービス介助士資格の取得推

進等、高齢者、障害者等移動制

約者対応への積極的な姿勢が伺

える。 

 

 

・高齢者、障害者等移動制約者への接

遇は、ホスピタリティマインドをも

って応対することを、より一層心が

け、多様なお客様のお求めにお応え

できるよう取り組んでまいります。 

・サービス介助士（２級）資格取得に

ついては、新入社員をはじめ未取得

者に対し今後も積極的に取得推進を

図るとともに、「心のバリアフリー」

を意識したＣＳ研修や放送研修を効

果的に実施し、接遇面でのスキルア

ップ、ブラッシュアップをすること

により、更なるＣＳ向上を図ってま

いります。 
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鉄道をめざして 実技編」も作

成し社員教育に取組んでおり、

さらに、高齢者、障害者の疑似

体験等を行う新人社員教育や外

部講師を招いての放送研修、Ｃ

Ｓ向上研修等も行っている。 

・サービス介助士の資格取得に関

しては、サービス介助士２級に

ついて５１３名（うち駅現業３

９３名、駅現業全体の９８％

(平成２３年１２月末現在)）が

取得している。 

（２）駅員の接遇に関する

研修 

・駅員の接遇に関する研修等につ

いては、外部有識者を招いての

定期的なＣＳ講演会の開催や、

営業部ＣＳ向上報告会を定期的

に開催し、各管区の担当者が

様々な状況にいかに対応してサ

ービスを提供しているかの報告

を行い、情報共有することによ

り、ＣＳ向上に取り組んでいる。

・また、管区ごとに、接遇技術の

向上等を目的とした業務研究会

を定期的に開催し、服装、身だ

しなみの整正やロールプレイン

グによる接遇実演訓練等、接遇

に関する実践研修等も行ってい

る。 

・今後も、引き続き、駅員の一層

の資質の向上を図るため、接遇

等の教育に関する取り組みを推

進することが望まれる。 

 

 

・駅員の一層の資質の向上を図るた

め、接遇実演訓練等、接遇に関する

実践研修及び教育に関する取り組み

を推進してまいります。 

・各鉄道事業者共通のポスターを作成

し、旅客の犯罪等暴力行為、迷惑行為

防止の啓蒙活動に努めるとともに、警

・今後とも、旅客の犯罪等暴力行

為、迷惑行為防止の啓蒙活動に

努めるとともに、警察との連携

・平成２３年４月から１２月末ま

での旅客の犯罪件数について

は、暴力行為３７件、猥褻や盗

（３）旅客の犯罪に関する

駅職員等の対応 
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撮等迷惑行為２２件となってい

る。このうち、駅員に対する暴

力行為が４件と、昨年と比較し

て２倍となっている。 

・また、旅客同士のトラブル等に

ついて、旅客からの申し出があ

れば、速やかに所轄警察へ連絡

が取れる体制が整えられてい

る。 

強化を図ることが望まれる。 

 

察との連携強化を図ってまいります。 


